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諮問第１３４号 

 

答 申 

 

１ 審査会の結論 

諮問第１３４号案件「審査請求人に関する住民票の申請書及び戸籍証明の申請書」

について、一部開示とした決定は妥当である。 

 

２ 審査請求の内容 

（１）審査請求の趣旨 

本件の審査請求は、令和３年１１月１０日付けで審査請求人（以下「請求

人」という。）から世田谷区長に対し審査請求書が提出され、同日に受理され

た。 

本件審査請求の趣旨は、世田谷区個人情報保護条例（平成４年３月世田谷

区条例第２号。以下「条例」という。）に基づき、請求人が行った「私の住民

票、戸籍の申請書」の個人情報等開示請求（令和３年度受付第３９号。以下

「本件請求」という。）に対し、世田谷区長が令和３年８月１９日付で行った

一部開示決定処分（以下「本件処分」という。）のうち、非開示部分の開示を

求めるというものである。 

 

（２）審査請求の理由 

   請求人が、審査請求書及び反論書によって主張している審査請求の主な理

由は、次のとおりに要約される。 

①  請求人は〇〇。〇〇は弁護士を雇い、〇〇請求人の住民票及び戸籍謄本

の交付を申請し、その交付を受けた。このことにより、〇〇。〇〇ために

非開示部分が開示されるべきである。 

  ② 本件請求の職務上請求における住民票及び戸籍謄本請求は虚実記載に

よる不正な請求である。 

 

３ 審査請求に対する実施機関の説明 

  処分庁は、非開示とした本件審査請求に係る部分（以下「本件非開示部分」と

いう。）につき、条例第２１条４号に該当するとして本件処分を行った。実施機

関が、本件処分について、口頭及び弁明書による説明で主張している主な内容

は、次のとおりに要約される。 

（１）条例第２１条は、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係

る保有個人情報等に次の各号のいずれかに該当する情報（以下「非開示情報」

という。）が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報

等を開示しなければならない。」と規定しており、同条の規定は開示請求時の

保有個人情報等の原則開示を求めている。 

（２）一方、条例第２１条第４号は、例外的に非開示となる情報として、「法人

その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を

除く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者

以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって開示することにより、
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当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるもの」と規定している。また、同号ただし書では、当

該非開示情報のうち、例外的に開示できる情報として、「イ 事業活動によっ

て生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するため

に、開示することが必要であると認められる情報」、「ロ 違法若しくは不当

な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護

するために、開示することが必要であると認められる情報」及び「ハ 事業

活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他人の生

活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報」と規定

している。 

（３）そして、同条第４号の「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある」情報とは、①法人等又は事業を営む個人の有する生産技術上又

は販売上の情報であって、開示することにより、当該法人等又は事業を営む

個人の事業活動が損なわれるおそれがあるもの、②経営方針、経理、人事等

の事業活動を行う上での内部管理に属する情報であって、開示することによ

り、法人等又は事業を営む個人の事業運営が損なわれるおそれがあるもの、

③その他開示することにより、法人等又は事業を営む個人の名誉、社会的評

価、社会的活動の自由等が損なわれるおそれがあるもの等であると解されて

いる。 

（４）弁護士からの職務上請求による住民票の写し等の交付は、住民基本台帳法

（昭和４２年法律第８１号）第１２条の３に定められており、同条第２項は、

「市町村長は、前２条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備え

る住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務

の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定す

る住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、か

つ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写

し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。」と規定している。ま

た、同条第３項における特定事務受任者とは、「弁護士（弁護士法人を含む。）、

司法書士（司法書士法人を含む。）、土地家屋調査士（土地家屋調査士法人を

含む。）、税理士（税理士法人を含む。）、社会保険労務士（社会保険労務士法

人を含む。）、弁理士（特許業務法人を含む。）、海事代理士又は行政書士（行

政書士法人を含む。）」と規定されている。 

これらの特定事務受任者が住民票の写し等の交付を申し出る場合、住民基

本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票及び除票の写し等の交付に関する

省令第１１条第２号において、特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事

務を補助する者であることを証する書類（本人の写真が貼付されたものに限

る。）を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の

交付を申し出る書類（以下「職務上請求書」という。）に特定事務受任者の

職印が押されたものによって申し出るか、市町村長がこれに準ずるものとし

て適当と認める方法で行うとされている。なお、住民基本台帳法第１２条の

３第４項第５号では、申出の際に、特定事務受任者の受任している事件又は

事務についての資格及び業務の種類（当該事件等が裁判事件等でない場合は

依頼者の氏名等も）を明らかにしなくてはならないとされ、職務上請求書に
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記載項目が設けられている。 

（５）次に、弁護士からの職務上請求による戸籍謄本等の交付は、戸籍法（昭和

２２年法律第２２４号）第１０条の２に定められており、同条第３項は「第

１項の規定にかかわらず、弁護士（弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護

士共同法人を含む。次項において同じ。）、司法書士（司法書士法人を含む。

次項において同じ。）、土地家屋調査士（土地家屋調査士法人を含む。次項に

おいて同じ。）、税理士（税理士法人を含む。次項において同じ。）、社会保険

労務士（社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。）、弁理士（弁理士

法人を含む。次項において同じ。）、海事代理士又は行政書士（行政書士法人

を含む。）は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要

がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合に

おいて、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件

又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第１項各号に定

める事項を明らかにしてこれをしなければならない。」と規定している。また、

同条第４項は「第１項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土

地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件に

ついて次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の

交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、

その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようと

する手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければ

ならない。」と規定している。また、同項第１号は「弁護士にあつては、裁判

手続き又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続きについ

ての代理業務（弁護士法人については弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）

第３０条の６第１項各号に規定する代理業務を除く。）」と規定している。ま

た、同条第５項は「第１項及び第３項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事

に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪

失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平

成１５年法律第１１０号）第３条に規定する処遇事件における付添人として

の業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保

護法（昭和２３年法律第１９９号）第１４条第２項の規定により裁判所が選

任した代理人としての業務、人事訴訟法（平成１５年法律第１０９号）第１

３条第２項及び第３項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業

務又は民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第３５条第１項に規定する特

別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の

交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、

弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らか

にしてこれをしなければならない。」と規定している。 

（６）本件では、本件請求は特定事務受任者である弁護士から実施機関に対し、

受任している事件又は事務の依頼者が正当な請求事由により住民票の写しが

必要である旨が記載された職務上請求書により住民票の写しの交付の申出が

郵送で行われた。実施機関は、当該職務上請求書を審査した際に、未記入で

ある箇所があったため、当該申出の任に当たっている者へ架電し、「請求の種

別」は「住民票１通」、「請求に係る者の氏名」は「請求人の世帯全部」であ
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ると確認を行ったうえで、当該申出の任に当たっている者が本人であること

の確認を行い、当該申出を相当と認め、当該特定事務受任者に当該住民票の

写しを交付したものである。 

   また、戸籍謄本を必要とする職務上請求書により戸籍謄本の交付請求がな

され、実施機関は当該申出及び請求の任に当たっている者が弁護士であるこ

と、申出及び請求を相当と認め、当該弁護士に戸籍謄本（戸籍全部事項証明

書）を交付したものである。 

   本件処分において非開示とした、住民票の写し等職務上請求書の「利用目

的の内容」欄及び戸籍謄本等職務上請求書の「事件の種類、代理手続きの種

類及び戸籍の記載事項の利用目的」欄は、損害賠償請求その他種々の事件名

等の記載が想定される欄であり、これらの情報を開示した場合、訴訟を提起

する前の時点で訴訟を予定している案件の名称等が当該訴訟の相手方の知る

ところになれば、当該事件に係る弁護士業務の遂行に支障をきたすおそれが

あることから、当該欄に記載されている情報は条例第２１条第４号の非開示

情報に該当する。 

（７）次に、請求人が主張する、「〇〇」いることや、「〇〇弁護士を雇い」等の

主張については、実施機関としては不知である。それらの主張をもって、弁

護士が不当な請求を行うおそれがあるとするには根拠が不十分であり、一般

に弁護士は弁護士法に基づいて誠実にその職務を行うと考えられ、例外的に

開示できる情報として規定している条例第２１条第４号ただし書イ、ロ及び

ハのいずれにも該当しない。 

（８）以上のことから、本件処分は条例に基づき適正に行われており、本件処分

に違法又は不当な点は認められず、請求人の主張には理由がないから、本件

審査請求は棄却されるべきである。 

 

４ 審査会の判断 

審査会は、請求人及び実施機関の主張を検討した結果、以下のように判断する

。 

（１）本件審査請求対象文書について  

本件請求に係る開示請求書には、「私の住民票、戸籍の請求書」との記載があ

り、実施機関は、住民票及び戸籍に関する請求書等の計５件を対象文書としてい

る。審査請求書によると、請求人は一部開示決定通知書別紙の１（１）「住民票

の写し等職務上請求書（令和２年７月７日収受）」及び（３）「戸籍謄本等職務上

請求書（令和２年８月２１日収受）」に関する非開示部分のすべてを開示するこ

とを求めている。 

したがって、本件審査請求対象文書は、「住民票の写し等職務上請求書（令和

２年７月７日収受）」及び「戸籍謄本等職務上請求書（令和２年８月２１日収受）」

と認められる。 

 

（２）条例第２１条第４号の該当性について 

  本件審査請求対象文書である「住民票の写し等職務上請求書（令和２年７月７

日収受）」及び「戸籍謄本等職務上請求書（令和２年８月２１日収受）」に関して、

当該交付請求は、住民基本台帳法第１２条の３第２項及び戸籍法第１０条の３第１
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項の規定に基づき、適正に請求されたものと認められる。 

そして、条例第２１条第４号は、開示請求に係る保有個人情報等に「法人等に関

する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって

開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるもの」が含まれている場合には、「法人情報」

として、当該保有個人情報等を非開示とすることを定めている規定である。 

また、同号ただし書では、当該非開示情報のうち、例外的に開示できる情報とし

て、「イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は

健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報」、「ロ 違法

若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活

を保護するために、開示することが必要であると認められる情報」及び「ハ 事業

活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他人の生活を保

護するために、開示することが必要であると認められる情報」と規定している。 

これを本件についてみると、本件審査請求対象文書のうち、本件非開示部分は、

住民票の写し等職務上請求書の「利用目的の内容」欄及び戸籍謄本等職務上請求書

の「事件の種類、代理手続きの種類及び戸籍の記載事項の利用目的」欄の記載の部

分である。これらは、損害賠償請求その他種々の事件名等の記載が想定される欄で

あり、これらの情報を開示した場合、訴訟を提起する前の時点で訴訟を予定してい

る案件の名称等が当該訴訟の相手方等の第三者の知るところになれば、当該事件に

係る弁護士業務の遂行に支障をきたすおそれがあることから、当該欄に記載されて

いる情報は条例第２１条第４号の非開示情報に該当すると認められる。 

さらに、本件非開示部分は、条例第２１条第４号ただし書イ、ロ及びハのいずれ

にも該当しないと認められる。 

よって、本件審査請求に係る保有個人情報を非開示とする判断は、妥当である。  

 

 なお、本件事案の特殊性に鑑み、審査会としての意見を以下に付すこととする。 

 本件は、弁護士による職務上請求により、請求人の住民票の写し及び戸籍謄本が

取得された事例である。本制度は、依頼人の求めに応じてその紛争解決等のため、

弁護士が法令に基づいて当該文書を取得するものである。そして、その「利用目的」

については、条例第２１条第４号に該当することから、条例に基づく開示が原則と

して認められず、その例外的開示（同条同号ただし書イ、ロ及びハ）についても、

本件では、当該個人情報（利用目的）の開示と条例が定める請求人の利益に密接不

可分の関係を見いだすことができないため、本答申は、本件処分を妥当としている。 

  職務上請求によるこれらの文書取得については、全国的に不正取得の事例が生

じていることから、虚偽の理由による請求が裁判所の判決等により明らかになった

場合には、不正取得された文書に記載された本人宛に当該事実を通知し、本人から

請求があれば、第三者の利益を侵害しない限り、例外的に請求に係る保有個人情報

を開示することができるとする事務取扱をしている自治体が増加している。しかし

ながら、本件のように審査請求における請求人の提出文書等により不正取得の可能

性が相当程度推認される場合であっても、当審査会は、捜査権限や裁判所と同等の

事実認定に関する権限を有しないため、学説上議論はあるものの例外的開示を認め

ることはできないと考えられる。なぜなら、この点について、立法による解決が期

待されるが、それが実現されていない現在、現行法上は、そのような事例において
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例外的運用を認めることにより個人情報保護法制全体から見た歪みが生じる可能

性がないわけではないからである。 

  したがって、現行法上、請求人は、当該情報（利用目的）の取得について、当

区個人情報保護制度により求めるのではなく、民事訴訟法等の本来活用すべき制度

内において求めるべきであると考えている。 

 

したがって、「１ 審査会の結論」のように判断する。 

 

５ 審査会の経過 

  

日  付 審  議  経  過 

令和４年１０月２６日 世田谷区長から諮問を受けた。 

（諮問第１３４号） 

令和５年２月２８日  （令和４年度第１０回審査会） 

・事務局から経過概要の説明を受けた。 

・実施機関から説明を受けた。 

・諮問事項を審査した。 

令和５年５月２４日 （令和５年度第２回審査会） 

・請求人から意見の陳述を受けた。 

・引き続き諮問事項を審査した。 

令和５年６月２０日 （令和５年度３回審査会） 

・引き続き諮問事項を審査した。 

令和５年７月１９日 （令和５年度第４回審査会） 

・引き続き諮問事項を審査した。 

令和５年１０月３日 （答申第１３４号） 

世田谷区長に答申した。 

 

世田谷区行政不服審査会 

会長  牛嶋 仁 

副会長 大林 啓吾 

委員  石田 若菜 

委員  白石 裕美子 

委員  松村 武志 


